
お問い合わせ先
国土交通省 四国地方整備局 中村河川国道事務所

ＴＥＬ ０８８０－３４－７３０１（代表）
かわさき こうひろ

副所長（道路） 川崎 光洋 [内線２０５]
しらかわ こうぞう

○道路管理課長 白川 幸三 [内線４３１]

○：主な問い合わせ先

１. 開催日時 平成２９年１１月２７日（月） １３：３０～１５：３０ （予定）

※小雨決行（ただし、大雨・雪等の場合は中止）

２. 開催場所 高知県四万十市間地先 （参考資料－１ 参照）

｢一般国道５６号 中村宿毛道路 間ＩＣ付近 旧ランプ｣

３．参加者 中村河川国道事務所、道路維持工事受注者 約３５人

４. 内 容 雪氷対策出動式 ：中村河川国道事務所長による訓示
（参考資料－2 参照） 道路維持工事受注者代表による決意表明

雪氷対策車両の点検・始動
凍結防止剤散布車による散布訓練

放置車両の移動訓練 ： 大雪時に国道上に放置されている車両を
（参考資料－3 参照） 想定した移動訓練 等

５．その他 当日の取材は可能です。

はざま

はざま

◎国土交通省中村河川国道事務所では、今期の雪氷対策の開始にあたり｢雪氷対策
出動式｣並びに大雪時に走行不能となった車両が路上に放置されることで、通行障害
となる場合を想定し、道路交通の確保を目的とした｢放置車両の移動訓練｣を以下のと
おり実施します。

平成２９年１１月２１日
四国地方整備局 中村河川国道事務所

雪氷対策出動式及び

大雪災害時に向けての放置車両の移動訓練を行います
～ 冬期における国道の安全確保を目指して ～

本施策は、四国圏広域地方計画の広域プロジェクト
【No.1南海トラフ地震を始めとする大規模自然災害等への「支国」防災力向上プロジェクト】の取組に該当します。

○平成２６年１１月２１日に災害対策基本法の改正法が施行されました。
これにより、大規模災害時において直ちに道路啓開を進め、緊急車両の通行ルー

トを迅速に確保するため、道路管理者自ら放置車両の移動が可能となりました。
※改正災害対策基本法の概要 （参考資料－４ 参照）
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※この地図は、国土地理院の地理院地図に加筆したものである。
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雪氷対策出動式 内容 参考資料－２

放置車両の移動訓練 内容

放置車両の移動訓練（普通車）

放置車両の移動訓練（トラック）

簡易移動器具
（ゴージャッキ）

参考資料－３

⑤雪氷対策車両出動

①国土交通省 訓示 ④凍結防止剤散布訓練

③雪氷対策車両点検

④凍結防止剤散布訓練②道路維持工事受注者代
表決意表明

◆雪氷対策状況

温暖な四国でも山間部は、一変して雪国の光景。
深夜、早朝を問わず２４時間体制で国道の安全を守っています。

左記写真は雪氷対策出動式のイメージです。



◆災害対策基本法の一部を改正する法律 参考資料－４

法律の概要

※資料は、内閣府記者発表資料より引用


